
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年５月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第２１６号 

事故等種類 定置網損傷 

発生日時 平成２４年９月１６日（日） １８時３０分ごろ 

発生場所 滋賀県琵琶湖南西部の大津市比叡辻沖 

大津市所在の大宮川三等三角点から真方位０５４°４５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°０４.１′ 東経１３５°５３.５′） 

事故等調査の経過  平成２４年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート SEEVOGEL
シ ー ボ ー ゲ ル

、長さ６.９１ｍ 

 ２５３－０８９８４滋賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 切損 

 事故等の経過  本船は、船長が 1 人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、琵琶湖南西部

の大津市東方沖を時速約１５km の対地速力で同市所在のマリーナに

向けて南進中、平成２４年９月１６日１８時３０分ごろ大津市東方沖

に設置された定置網に進入した。 

 本船は、その後、自力でマリーナへ帰航した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：湖上 平穏 

日没時刻：１８時０２分 

 その他の事項  船長は、年に４～５回、本事故発生場所付近の航行経験があった。 

船長は、本事故発生場所付近に定置網が設置されていることを知っ

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、琵琶湖南西部の大津市東方沖を南進中、船長が見張りを適

切に行っていなかったことから、定置網に進入して同定置網を損傷し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、日没後の薄明時、本船が、琵琶湖南西部の大津市東方沖

を南進中、船長が見張りを適切に行っていなかったため、定置網に進

入したことにより発生したものと考えられる。 



 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・日没後の薄明時に航行する場合は、周囲の見張りを十分に行い、

慎重に操船すること。 

 




